
別記様式２ （令和６年４月１日現在）

内線

附属機関等の名称 後志圏域地域医療構想調整会議

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 29 名　　　　 　【定  数： 29 名】

   （うち女性委員）　　 3 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

地域医療構想病院専門部会 １７（０）

会議の公開

状況 　公開・一部非公開・非公開・未決定の別　

　公開できない理由（一部非公開・非公開の場合）

平成27年10月29日

医療法第30条の14第1項

＜目的＞

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、医療のあり方の変化や地域ごとに異
なる人口構造の変化等に対応し、患者の状態に即した適切な医療・介護が適切な場所
で受けられる、バランスのとれた医療提供体制や地域包括システムの構築を進めるた
め、地域での協議の場として設置。

＜所掌事項、議題等＞

調整会議は、構想区域内における次の事項について協議する。
（１）病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する事項
（２）病床機能報告制度による情報等の共有に関する事項
（３）北海道計画（地域医療介護総合確保基金の年度ごとの事業計画）に盛り込む
　　　事業に関する事項
（４）その他の地域医療構想の達成の推進に関する事項

附 属 機 関 等 の 概 要

担当部課名　

「附属機関」、「常設の懇談会」の別 常設の懇談会




